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 第9回 「食物アレルギーについて」 おのこどもクリニック　院長　小野 三佳（さくら市）

　年々、食物アレルギーへの関心が高くなっており、外
来でご相談を受ける機会も多くなっています。過剰に不
安にならず、正しく理解して適切な判断をすることが大
切です。食物アレルギーにはいくつかの病型があります
が、今回は一番多い「即時型食物アレルギー」について
お話しします。
　「即時型食物アレルギー」は、ほとんどが 3歳までに
発症し、その年代で一番多い原因は鶏卵、次いで、乳、
小麦です。年齢が上がると、甲殻類やソバが上位に入っ
てきます。症状の多くは湿疹で、食べた直後から 2時
間以内に出現します。
　診断のための検査で、皆さんにお馴染みなのは血液検
査でしょうか。血液検査は食物アレルギー診断の指標の
一つです。数値が出たら食べられないわけではありませ
んし、同じ数値でも年齢によって症状の出る確率は変わ
ります。確定診断とは言えませんが、安全で簡便な検査
ですので、受ける意味は十分にあると考えます。
　では、最適な診断方法とは何でしょう。現在では食物
負荷試験とされています。しかし、疑わしい食物を食べ

ることで重い症状を誘発する恐れもあるため、行ってい
る病院は限られています。残念ながら食物アレルギーに
はこれといった治療法はありません。唯一、経口免疫療
法という「食べて治す」方法がありますが、リスクを伴
うため一部の医療機関でしか行えず、まだ一般的とは言
えません。通常は原因食物の適切な除去を行い、症状が
出た際に抗ヒスタミン薬やステロイドの内服や点滴をし
ます。小児期発症の食物アレルギーの多くは年齢が上が
ることで自然に「耐性」を獲得し、食べられるようにな
ります。適切なタイミングを逃さないように、血液検査
や負荷試験を繰り返し行うことが必要です。
　食物アレルギーで経過を診ていた保育園児の除去食を
解除した際のことです。「僕ね、みんなと同じに食べた
の！」と、うれしそうに報告してくれました。除去食を
解除するのはご家族も保育園も勇気のいることだと思い
ます。でも「念のため」と言い続けていたら、あの笑顔
には出会えません。たとえ食物アレルギーがあっても、
必要最小限の除去食で、健やかに成長できるよう、自己
判断せずに主治医とよく相談してください。

 
　介護保険制度について、
寸劇を通して、分かりやす
くお伝えします。
　皆さまお誘いあわせの上、
ぜひご参加ください。
日時／１月 29 日（日）
　　　10：00 ～ 12：00
場所／市文化会館  小ホール
定員／ 300 人

内容／
≪第 1部≫ 介護保険制度について
　～介護保険制度について劇を通して知ろう！～
 ・矢板市内の介護サービスの種類の説明
 ・寸劇での介護保険制度の活用説明

≪第 2部≫ 基調講演
 ・認知症の初期症状について
　（佐藤病院院長　佐藤　勇人先生）
 ・かかりつけ医の重要性について
　（村井胃腸科外科クリニック院長　村井　成之先生）

そのほか／
　入場無料。申し込みは必要ありません。

（昨年の寸劇の様子）

平成 28 年 9月 1日より販売いたしましたプレミアム付商品券「つつじの郷
やいた商品券」はご利用いただけましたでしょうか？お手元にお持ちの方は
平成 29年 1月 31 日までに取扱店にてご利用ください。

お問い合わせ／矢板市商工会　☎（４３）０２７２
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　国民年金は、年をとった時や、いざという時の生活を
現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組み
です。
国民年金のポイント
●将来の大きな支えになります
　国民年金は 20 ～ 60 歳までの方が加入し、保険料を
納める制度です。国が責任をもって運営するため、安定
しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
●老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとった時の老齢年金のほか、障害
年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で
障害が残ったときに受け取ることができます。また、遺
族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生
計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）
が受け取ることができます。

　マイナンバーカード、通知カードについて、よくある
質問を紹介します。（※通知カードとマイナンバーカー
ドは異なるものですので、ご注意ください。）

 

Q1．国民年金の加入手続きは、いつ、どこで ?
A1．20 歳になったら、お住まいの市役所の国民年金
　　担当窓口で手続きをしてください。
　　郵送でも手続きは可能です。

Q2．毎月の保険料はいくら ?
A2．月額 16,260 円（28 年度）です。

Q4．毎月 16,260 円は払えない。どうすればいいの？
A4．国民年金保険料を納めることが経済的に困難な
　　場合には、保険料の納付が猶予または免除され
　　る制度があります。市役所の国民年金担当窓口
　　や年金事務所へご相談ください。

Q3．保険料を安くする方法はあるの ?
A3．あります！前納制度や口座振替をご利用くださ
　　い。これらをセットにすることで、さらに割引
　　になります。

Q1．通知カードは身分証として利用できますか？
A1．通知カードはマイナンバーの確認のみに利用す
　　ることができるカードですので、身分証として
　　は利用しないようお願いします。

Q2．マイナンバーカードは必ず申請しなければなり
　　ませんか？
A2．マイナンバーカードの申請は義務ではありませ
　　んが、マイナンバーカードは、各種手続きにお
　　けるマイナンバーの確認及び本人確認の手段と
　　して用いられるなど、国民生活の利便性の向上
　　につながるものですので、できるだけ多くの皆
　　様に申請いただきたいと考えています。

Q4．住民基本台帳カードを持っているのですが、継
　　続して使えますか？
A4．住民基本台帳カードは新規交付、再交付および
　　有効期限の更新はできませんが、有効期限内で
　　あれば利用可能です。また、住所変更があった
　　場合でも継続利用することが可能ですので、記
　　載事項の変更等があった場合には、14 日以内に
　　市区町村へ届出してください。
　　なお、マイナンバーカードが交付される際は、
　　法令の規定により、住民基本台帳カードを返納
　　していただくこととなります。

Q3．マイナンバーカードの交付申請に手数料はかか
　　りますか？
A3．当面は無料です。ただし、再発行の際は原則と
　　して手数料が必要になります。




